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児
童
手
当
・
児
童
育
成
手

当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、 

現
況
届
の
提
出
を

　
現
況
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
現

在
の
状
況
に
よ
り
、
引
き
続
き
手

当
を
受
け
る
た
め
の
要
件
を
満
た

し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
も
の
で

す
。
現
況
届
が
未
提
出
の
場
合
、

６
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
児
童
手
当
が
勤
務
先
か
ら
支
給

さ
れ
て
い
る
公
務
員
の
方
は
、
市

で
の
手
続
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
該
当
す
る
現
況
届
を
６
月
９
日

（
金
）
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必

要
事
項
を
記
入
し
、
添
付
書
類
を

ご
用
意
の
上
、
次
の
通
り
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
【
提
出
期
限
】６
月　
日（
金
）必

３０

着
　
【
提
出
方
法
】児
童
手
当
＝
同
封

の
返
信
用
封
筒
で
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
▼
児
童
育
成
手
当
＝
直
接
児

童
青
少
年
課
（
市
役
所
２
階
）
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度・

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費 

助
成
制
度
現
況
届

　
◎
市
に
所
得
情
報
が
あ
る
方

（　
年
１
月
１
日
に
住
民
登
録
の

２９
あ
る
方
）
＝
現
況
届
の
提
出
は
不

要
で
す
。　

月
か
ら
使
用
す
る
医

１０

療
証
は
９
月
末
に
郵
送
し
ま
す

　
◎
市
に
所
得
情
報
が
な
い
方

（　
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し

２９
た
方
、
転
入
後
に
出
生
届
け
出
を

し
た
方
な
ど
）
で
児
童
手
当
の
現

況
届
を
提
出
し
た
方
＝
医
療
証
も

更
新
さ
れ
、
所
得
情
報
が
あ
る
方

と
同
様
に
医
療
証
を
９
月
末
に
郵

送
し
ま
す

　
◎
市
に
所
得
情
報
が
な
い
方

（
児
童
手
当
を
市
か
ら
受
給
し
て

い
な
い
方
、
生
計
中
心
者
が
市
外

の
方
）
＝
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す
。
提
出
が
必
要
な
方
に
は
、

現
況
届
を
６
月
９
日
（
金
）
に
郵

送
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記

入
し
、
添
付
書
類
を
ご
用
意
の
上
、

次
の
通
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

現
況
届
が
未
提
出
の
場
合
、　

月
１０

以
降
の
医
療
証
の
交
付
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い

　
【
提
出
期
限
】６
月　
日（
金
）必

３０

着
　
【
提
出
方
法
】同
封
の
返
信
用
封

筒
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

健
康
保
険
証
の
資
格
確
認

　
現
在
、
医
療
証
を
お
持
ち
の
方

で
、
お
子
さ
ん
の
加
入
し
て
い
る

健
康
保
険
証
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、

届
け
出
が
必
要
で
す
。
お
済
み
で

な
い
場
合
は
、
新
し
い
健
康
保
険

証
の
写
し
を
添
え
て
同
課
に
変
更

届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
助
成
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

　
児
童
手
当
、
ひ
と
り
親
手
当
の

児
童
育
成
（
障
害
）
手
当
、
ひ
と

り
親
家
庭
住
宅
手
当
の
い
ず
れ
も

２
月
～
５
月
分
を
指
定
預
金
口
座

　
市
で
は
、
５
月
１
日
付
で

課
長
お
よ
び
係
長
・
係
員
の

異
動
を
行
い
ま
し
た
。
課
長

級
の
異
動
は
次
の
通
り
で
す

（
カ
ッ
コ
内
は
前
職
）。

　
【
課
長
級
】福
祉
保
健
部
福

祉
総
務
課
長
兼
高
齢
者
福
祉

係
長
事
務
取
扱
（
福
祉
保
健

部
福
祉
総
務
課
長
）
菅
原
信

　
詳
し
く
は
職
員
課
☎
４
７

０
・
７
７
１
６
へ
。

へ
振
り
込
み
ま
す
。

　
【
振
込
予
定
日
】児
童
手
当
＝
６

月
９
日
（
金
）
▼
児
童
育
成
（
障

害
）
手
当
＝
６
月　
日
（
月
）
▼

１２

ひ
と
り
親
家
庭
住
宅
手
当
＝
６
月

　
日
（
水
）

１４
　
※
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入
金

が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
助
成

支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

　
募
集
職
種
・
受
験
資
格
・
募
集

人
数
な
ど
は
、
下
表
の
通
り
で
す
。

　
【
募
集
要
項
の
配
布
】
土
曜・日

曜
日
を
除
く
６
月
１
日
（
木
）
～

　
日
（
金
）
の
午
前
８
時
半
～
午

２３後
５
時
お
よ
び
申
し
込
み
受
け
付

け
期
間
に
職
員
課（
市
役
所
４
階
）

で　
※
募
集
要
項
は
６
月
１
日

（
木
）
以
降
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

　
【
申
し
込
み
受
け
付
け
期
間
】６

月　
日
（
日
）
午
前
９
時
～
午
後

２５
１
時
、　

日
（
月
）
午
前
９
時
～

２６

午
後
８
時

　
【
申
し
込
み
方
法
】市
所
定
の
履

歴
書
と
受
験
票
、
一
般
事
務
（
身

体
障
害
者
）
を
受
験
す
る
方
は
身

体
障
害
者
手
帳
の
写
し
を
本
人
が

同
課
へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い

　
【
１
次
試
験
日
】７
月　
日（
日
）

２３

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
１
６
へ
。

　
【
申
請
期
日
】６
月　
日（
金
）午

３０

後
５
時
（
必
着
）

　
詳
し
く
は
同
担
当
☎
４
７
０
・

７
７
５
０
へ
。

学
童
保
育
所
・
児
童
館 

夏
季
臨
時
職
員

　
夏
休
み
（
７
月
・
８
月
）
の
臨

時
職
員
（
学
生
可
）
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

　
【
勤
務
内
容
】
学
童
保
育
所・児

童
館
に
お
け
る
児
童
の
育
成
補
助

　
【
勤
務
時
間
】祝
日
を
除
く
月
曜

～
土
曜
日（
変
則
勤
務
あ
り
）。
学

童
保
育
所
は
月
曜
～
金
曜
日
の
午

前
８
時　
分
～
午
後
６
時
、
土
曜

１５

日
の
午
前
８
時　
分
～
午
後
４
時

１５

　
分
の
う
ち
４
～
７
時
間
勤
務
。

１５児
童
館
は
午
前
８
時
半
～
午
後
７

時　
分
の
う
ち
４
～
７
・
５
時
間

１５
勤
務
。
月　
時
間
程
度

７５

　
【
賃
金
】時
給
１
０
３
０
円（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は
６
月　
日
（
金
）

２３

午
後
５
時
ま
で
に
、
市
販
の
履
歴

書
（
写
真
貼
付
）
を
児
童
青
少
年

課
（
市
役
所
２
階
）
へ
直
接
持
参

し
て
く
だ
さ
い
（
平
日
の
正
午
～

午
後
１
時
と
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
。郵
送
不
可
）。書
類
選

考
後
、
面
接
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

　
嘱
託
員
（
有
資
格
者
）
も
併
せ

て
募
集
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
児
童
青
少
年
係

☎
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

　
市
教
育
委
員
会
で
は
、市
立
小・

中
学
校
に
設
置
さ
れ
て
い
る
特
別

支
援
学
級
と
特
別
支
援
教
育
に
係

る
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん

に
広
く
ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
、

次
の
通
り
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
【
日
時
】
６
月　
日
（
木
）
午
後

２２

２
時
半
～
４
時
半

　
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

会
を
行
い
ま
す
。
金
銭
ト
ラ
ブ
ル
、

不
動
産
関
係
、
相
続
、
離
婚
、
成

年
後
見
、
事
業
者
向
け
法
務
、
労

働
問
題
、
刑
事
事
件
、
債
務
整
理

な
ど
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
６
月　
日
（
土
）
午
前

２４

　
時
～
午
後
４
時

１０
　
【
会
場
】多
摩
パ
ブ
リ
ッ
ク
法
律

　
市
で
は
、　

年
４
月
に
開
館
を

３０

予
定
し
て
い
る
新
児
童
館
（
旧
大

道
幼
稚
園
跡
地
に
建
設
予
定
）
と
、

　
年
１
月
に
指
定
管
理
者
制
度
の

３１導
入
を
予
定
し
て
い
る
中
央
児
童

館
の
２
児
童
館
の
管
理
運
営
業
務

を
行
う
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま

す
。
公
募
要
項
を
参
照
し
、
期
限

ま
で
に
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
公
募
要
項
の
配
布
】６
月
１
日

（
木
）
～
７
月
７
日
（
金
）
に
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
を

　
【
公
募
参
加
表
明
書
の
提
出
期

限
な
ど
】
６
月　
日
（
月
）
午
後

１９

５
時
ま
で
に（
必
着
）、〒
２
０
３

―
８
５
５
５
、
市
役
所
児
童
青
少

年
課
宛
て
郵
送
ま
た
は
直
接
持
参

し
て
く
だ
さ
い
（
持
参
の
場
合
は

土
曜
・
日
曜
日
、
平
日
の
正
午
～

午
後
１
時
を
除
く
）。　
※
質
問
も

同
期
間
中
に
受
け
付
け
ま
す
。

　
【
応
募
書
類
提
出
期
限
】
土
曜
・

日
曜
日
、
平
日
の
正
午
～
午
後
１

時
を
除
く
６
月
１
日
（
木
）
～
７

月
７
日
（
金
）
午
後
５
時
に
児
童

青
少
年
課
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い

　
※
持
参
以
外
に
よ
る
提
出
は
受

理
し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
課
児
童
青
少
年
係

☎
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

　
市
で
は
、
新
た
に
認
知
症
カ
フ

ェ
（
※
）
を
開
設
す
る
団
体
等
に

「
認
知
症
カ
フ
ェ
開
設
支
援
補
助

金
」
を
交
付
し
ま
す
。
手
引
書
を

確
認
の
上
、
認
知
症
カ
フ
ェ
の
実

施
形
態
に
よ
っ
て
は
、
補
助
の
対

象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
申
請
前
に
対
象
と
な
る
か

な
ど
を
相
談
し
て
か
ら
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　
（
※
）認
知
症
カ
フ
ェ
＝
認
知
症

ま
た
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
方
と
そ

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室
　
【
対
象
】
市
立
小・中
学
校
に
在

籍
し
て
い
る
児
童
・
生
徒
の
保
護

者
▼　
年
度
に
市
立
小
学
校
へ
進

３０

学
す
る
幼
児
の
保
護
者

　
詳
し
く
は
指
導
室
特
別
支
援
教

育
係
☎
４
７
０
・
８
０
３
２
へ
。

の
家
族
が
地
域
住
民
や
専
門
家
と

集
い
、
認
知
症
に
関
す
る
相
談
・

助
言
・
情
報
提
供
、
症
状
の
悪
化

を
防
ぐ
早
期
支
援
を
行
い
、
地
域

住
民
の
認
知
症
に
対
す
る
理
解
を

深
め
る
場

　
【
対
象
】認
知
症
カ
フ
ェ
を　
年
２９

度
か
ら
市
内
で
開
設
す
る
団
体
等

　
【
手
引
書・申
請
書
】
介
護
福
祉

課（
市
役
所
１
階
）、各
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す

　
【
事
前
相
談
】
土
曜・日
曜
日
を

除
く
６
月　
日
（
金
）
ま
で
の
午

３０

前
８
時
半
～
午
後
５
時
に
実
施
。

事
前
に
同
課
認
知
症
カ
フ
ェ
開
設

支
援
補
助
金
担
当
へ
予
約
の
上
、

お
越
し
く
だ
さ
い

事
務
所
（
立
川
市
曙
町
二
丁
目
）

　
【
定
員
】先
着　
人（
事
前
予
約

４８

制
）
　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
６
月
５

日
（
月
）
か
ら
電
話
で
同
事
務
所

☎
０
４
２
・
５
４
８
・
２
４
５
０

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

午
前
９
時
半
～
午
後
７
時
）
へ
。

国
民
年
金
の
加
入
方
法

　
国
民
年
金
は
、
日
本
に
居
住

す
る　
歳
以
上　
歳
未
満
の
す

２０

６０

べ
て
の
方
が
加
入
す
る
制
度
で

す
。
　
加
入
者
は
、
職
業
な
ど
に
よ

っ
て
３
つ
の
区
分
に
分
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
加
入
手
続
き
が
異
な

り
ま
す
。

　
◎
第
１
号
被
保
険
者
＝
自
営
業

者
、
学
生
、
農
業
な
ど
に
従
事
し

て
い
る
方
は
、
国
民
年
金
の
加
入

手
続
き
を
年
金
事
務
所
ま
た
は
市

保
険
年
金
課
で
行
い
ま
す
。
国
民

年
金
の
保
険
料
を
自
分
で
納
め
る

必
要
が
あ
り
ま
す

　
◎
第
２
号
被
保
険
者
＝
会
社
員

や
公
務
員
な
ど
、
厚
生
年
金
保
険

な
ど
へ
加
入
し
て
い
る
方
の
手
続

き
は
、
勤
務
先
で
行
っ
て
い
ま
す
。

国
民
年
金
の
保
険
料
を
直
接
納
め

る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、

厚
生
年
金
や
共
済
年
金
が
加
入
者

に
代
わ
っ
て
国
民
年
金
に
必
要
な

費
用
を
負
担
し
て
い
る
た
め
で
す

　
◎
第
３
号
被
保
険
者
＝
第
２
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

配
偶
者
は
、
第
３
号
被
保
険
者

と
い
い
ま
す
。
加
入
手
続
き
は
、

第
２
号
被
保
険
者
の
勤
務
先
を

経
由
し
て
行
い
ま
す
。
国
民
年

金
の
保
険
料
を
直
接
納
め
る
必

要
が
あ
り
ま
せ
ん

　
な
お
、
第
１
号
被
保
険
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
、
厚

生
年
金
に
加
入
の　
歳
以
上
の

６５

受
給
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配

偶
者
は
、
第
３
号
被
保
険
者
に

は
な
ら
ず
、
保
険
料
は
自
分
で

納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当

現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く 
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多
摩
パ
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リ
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法
律
事
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創
立
９
周
年
記
念
無
料
法
律
相
談
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

認
知
症
カ
フ
ェ
開
設
支
援
補
助
金
の

申
請
を
受
け
付
け
ま
す

特
別
支
援
教
育
保
護
者
説
明

特
別
支
援
教
育
保
護
者
説
明
会会

を
開
催
し
ま

 

を
開
催
し
ま
すす

　

月
１
日
以
降
と　

年
４
月
１
日
以
降

１０

３０

に
採
用
す
る
市
職
員
を
募
集
し
ま
す

児
童
館
の
管
理
運
営
を
行
う

指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す

６
月
は
児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
・

ひ
と
り
親
家
庭
住
宅
手
当
の
定
例
払
月
で
す 

５
月
１
日
付
市
人
事
異
動

市職員募集の職種・受験資格・募集人数など

募集
人数受験資格など職種と試験区分

採
用
時
期

若干名

昭和６２年４月２日〜平成７年４月１日に
生まれた方

Ⅰ類
（大学卒程度）

一般事務
　

月
１
日
以
降
採
用

１０
平成元年４月２日〜９年４月１日に生ま
れた方

Ⅱ類
（短大卒程度）

身体障害者福祉法第１５条に定める身体障
害者手帳の交付を受けている方で、昭和６２
年４月２日〜平成７年４月１日に生まれ
た方

Ⅰ類
（大学卒程度）一般事務

（身体障害
者） 身体障害者福祉法第１５条に定める身体障

害者手帳の交付を受けている方で、平成元
年４月２日〜９年４月１日に生まれた方

Ⅱ類
（短大卒程度）

若干名昭和４７年４月２日以降に生まれ、保健師の
資格を有する方保健師

若干名

昭和６３年４月２日〜平成８年４月１日に
生まれた方

Ⅰ類
（大学卒程度）

一般事務　

年
４
月
１
日
以
降
採
用

３０
平成２年４月２日〜１０年４月１日に生ま
れた方

Ⅱ類
（短大卒程度）

身体障害者福祉法第１５条に定める身体障
害者手帳の交付を受けている方で、昭和６３
年４月２日〜平成８年４月１日に生まれ
た方

Ⅰ類
（大学卒程度）一般事務

（身体障害
者） 身体障害者福祉法第１５条に定める身体障

害者手帳の交付を受けている方で、平成２
年４月２日〜１０年４月１日に生まれた方

Ⅱ類
（短大卒程度）

若干名昭和４８年４月２日〜平成８年４月１日に
生まれ、土木（関連）学科を履修した方

Ⅰ類
（大学卒程度）土木技術

※いずれの職種も３０年３月卒業見込みの方を含みます。
※１次試験では活字印刷による筆記試験、２次試験および３次試験は口述による試験を行います。配慮が必要な方は、申し込み前に
ご相談ください。
※採用された場合、自力による通勤および介助者なしの職務遂行となります。また、勤務時間は原則として週３８時間４５分（１日７時
間４５分）です。

※一般事務に関しては、採用時期（１０月１日以降または３０年４月１日以降）を選択してください。併せて申し込むことはできません。
※一般事務Ⅲ類の試験（高校卒業程度：平成４年４月２日〜１２年４月１日に生まれた方）は今後実施予定です。


